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厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

クラスターが複数発生している地域における積極的な検査の実施について

（要請） 

 

 

新型コロナウイルスの感染状況については、新規陽性者数の増加傾向が顕

著になってきています。最近の新規感染者数を１週間の移動平均で見ると、

２週間で２倍を超える伸びとなっています。冬の到来を前にして、７、８月

の感染拡大の際に近い伸び方になっており、強い危機感をもって対処してい

く必要があります。 

こうした状況のなか、クラスター事例の増加が見られる医療機関や高齢者

施設等における検査の徹底等の対応を進めることが必要であり、昨日、改め

て、事務連絡1を発出いたしました。 

さらに、今般、19 日の厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザ

リーボードでの専門家の議論を踏まえ、クラスターが複数発生している地域に

おける積極的な検査の実施について、方針や取組をとりまとめました。 

これらを踏まえ、一層の取組を推進していただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

直近、1週間で中規模（5人以上を目安）以上のクラスターが複数発生してい

る地域(保健所管内）を基本として、下記の優先順位に従って積極的に検査を実

施する。 

 

                                                      
1 高齢者施設等への重点的な検査の徹底について（要請）（11月 19 日事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/000696766.pdf 



 
 

 

＜優先順位及び実施に当たっての考え方＞ 

以下の①、②の順で優先して検査を実施する。 

   

 ① 重症者リスク者が多数いる場所・集団 

  

 ・ 高齢者施設、医療機関等 

クラスターが発生している施設等と関連する高齢者施設、医療機関等

（例えば、施設間で職員や利用者の行き来があるもの等）について特に

優先して実施。 

   

② クラスターが発生している地域（保健所管内）に存在する、感染が生じ

やすく（三密環境等）、感染があった場合に地域へ拡大しやすい（不特定

多数との接触）場所・集団 

   

・ 接待を伴う飲食店の従業員等を優先。   

 

 

※ 昨日発出した事務連絡の内容と合わせて、まとめた資料を添付します 

ので、ご参照ください。   


